


• 学生特別支援室での相談・定期面談は、基本的に１回30分です。

• なるべく事前に予約をお願いします。

• 相談・面談の予約はキャンセル・日時変更も可能です。

相談・定期面談
相談や定期面談には、
支援の申請を必要と
していません。

相談・面談要領

• 相談や面談の予約は、学生特別支援室にメールか電話でお願いします。

• 自分の名前、所属、相談を希望する日時を教えてください。

予約方法

修学支援は、

➢障害等に由来するニーズ

➢教育の目的・授業の形式

➢支援方法

➢支援が必要な環境

これらを擦り合わせて調整します。

• 配慮のために、自分の状況を整理したり、現実的な対策を検討したりする必要があります。
• 授業や試験によって、支援方法や配慮内容が異なることがあります。
• 希望する支援が、そのままは実施されないことがあります。
• より充実した支援のために、支援方法の提案や、支援実施のためのコーディネートにご協
力ください。

支援が実施される環境
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調整にご協力ください



• 障害の状況や必要な支援について、学部関係者等に知ってもらうことができます。

• 組織的な対応や、全学での支援の調整が行いやすくなります。

➢例：授業中「配慮願」の送付、支援機材の貸出、サポーターの配置…など

• 情報は、学内守秘義務の範囲内で共有されます。

• 障害に関する情報共有を望まない場合や、組織的な支援を希望しない場合は、お勧め
しません。

修学支援申請制度

支援申請すると…

⚫ 山口大学には、障害等のある学生が大学に対し、支援の実施を要望する「修学支
援申請」制度があります。

⚫ 組織的な対応、全学での調整が必要な支援を求める場合は、お勧めします。

⚫ 学生特別支援室での相談や定期面談には、支援の申請を必要としていません。

⚫ 修学支援の申請は、
➢ 障害等の理由により修学上困難のある学生自身が、支援を希望していることを

前提としています。
➢ 障害者手帳の写し、または診断書（３ヶ月以内のもの）が必要です。

⚫ 所定様式で「障害による修学支援申請書」の作成が必要です。
⚫ 希望する場合は、学生特別支援室にお問い合わせください。
⚫ 手続きは、学生本人が行います。

⚫ 授業中「配慮願」は、授業担当教員に宛てた情報提供・配慮の検討依頼です。
⚫ 授業担当の先生方に、障害の特性や自分の状況、具体的な配慮事項をお知らせして、

対応をお願いすることができます。
⚫ 修学支援申請を行った学生のうち、希望者が作成できます。
⚫ 実際の配慮内容は、授業担当の先生方が中心となり、授業の目的や形式と併せて検

討します。

支援申請の条件

授業中「配慮願」の配布



学生特別支援室（SSR）で何ができる？

できること 概要

利用案内  学生特別支援室の利用方法についての説明
 本学の障害学生修学支援の仕組についての説明…等

相談対応  障害等に由来する修学上の課題の整理
 有効な修学支援方法の検討…等

定期面談  定期的な来室時間や来室頻度を調整して実施します。
✓ 修学リズム・ペースの調整
✓ 授業・試験スケジュールの確認サポート
✓ 修学状況の確認
✓ 配慮実施状況の確認
✓ 修学上の課題の整理
✓ 修学支援方法の検討
✓ 授業担当教員・関連窓口に相談したいことの整理…等

支援関連の
手続き補助

 「修学支援申請」手続き補助
 授業中「配慮願」内容の検討・調整…等

支援コーディネート  所属学部・授業担当教員・関連窓口との連携
 支援機器や支援者の派遣等の調整…等

支援機器の貸出  学生特別支援室で管理している支援機器の貸出
✓ 支援機器の情報は、学生特別支援室のホームページ等で公
開しています

関連窓口の紹介  相談内容にあわせて、他の学生対応窓口を紹介します。
✓ 健康科学センター
✓ 学生相談所
✓ キャリアセンター
✓ 学生生活なんでも相談窓口
✓ 所属学部の学務系係…等

学生特別支援室（SSR）では、障害や疾病等のある学生の修学に関する相談を
受けたり、修学支援のコーディネートを行っています。

➢ 対象：障害や疾病等のある学生
➢ 内容：修学・修学支援に関すること

※ 心理ケアや医療的な対応は行っていません。
※ 教職員からは、障害等のある学生の修学支援や支援の調整に関するご相談を受け付けます。


